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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第７期

第３四半期連結
累計期間

第８期
第３四半期連結
累計期間

第７期
第３四半期連結
会計期間

第８期
第３四半期連結
会計期間

第７期

会計期間

自平成22年
３月１日
至平成22年
11月30日

自平成23年
３月１日
至平成23年
11月30日

自平成22年
９月１日
至平成22年
11月30日

自平成23年
９月１日
至平成23年
11月30日

自平成22年
３月１日
至平成23年
２月28日

売上高（千円） 3,830,5494,571,6761,314,6871,748,8735,224,233

経常利益（千円） 348,447 423,464 115,922 162,733 523,812

四半期（当期）純利益（千円） 188,970 151,950 50,851 43,975 277,315

純資産額（千円） － － 2,806,2193,075,9142,910,446

総資産額（千円） － － 3,570,8693,872,5553,739,507

１株当たり純資産額（円） － － 36,543.5638,787.9737,588.66

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
3,250.371,979.09 670.36 570.91 3,728.76

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
3,032.641,477.82 651.70 348.16 3,530.52

自己資本比率（％） － － 77.6 77.2 76.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
316,171 337,653 － － 828,076

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△554,217△359,492 － － △645,548

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△6,760 △25,095 － － △13,447

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 702,4031,069,3551,116,290

従業員数（人） － － 204 234 211

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成23年11月30日現在

従業員数（人） 234 (34)

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（アルバイト、人材会社からの派遣社員を含みます。）は、当第３四半

期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

 

(2）提出会社の状況

 平成23年11月30日現在

従業員数（人） 167 (28)

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（アルバイト、人材会社からの派遣社員を含みます。）は、当第３四半

期会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当社グループは、情報サービス事業の単一セグメントであり、当第３四半期連結会計期間の生産実績は次のとおり

であります。

事業の名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

前年同四半期比（％）　

情報サービス事業（千円） 1,237,944 134.6

　（注）１．金額は製造原価によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2）受注状況

　当社グループは、情報サービス事業の単一セグメントであり、当第３四半期連結会計期間の受注状況は次のとおり

であります。

事業の名称 受注高（千円）
前年同四半期比
（％）

受注残高（千円）
前年同四半期比
（％）

情報サービス事業（千円） 1,549,135 110.8 691,428 168.5

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(3）販売実績

　当社グループは、情報サービス事業の単一セグメントであり、当第３四半期連結会計期間の販売実績は次のとおり

であります。

事業の名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

前年同四半期比（％）

情報サービス事業（千円） 1,748,873 133.0

　（注）１．前第３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実

績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 129,865 9.8 367,962 21.0

ＫＤＤＩ株式会社　 219,374 16.6 302,935 17.3

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２【事業等のリスク】

　当第３四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　　

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。

　契約の相手方

（契約日）　
　契約の名称 　契約内容 　契約期間

　株式会社エヌ・ティ・テ

　ィ・ドコモ

（平成23年11月９日）　

　ソフトウェアライセンス

　契約

株式会社エヌ・ティ・ティ・ド

コモ向けスマートフォン端末に

搭載される動画メールエンジン

ソフトウェアの使用許諾契約

平成23年11月９日から

平成24年11月８日まで

（期間満了の30日前まで

に申出がなければ１年ご

とに自動更新）　
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の状況 

　当第３四半期連結会計期間（自 平成23年９月１日 至 平成23年11月30日）における日本経済は、東日本大震災によ

り毀損したサプライチェーンの復旧や企業マインドの改善など、震災の影響から徐々に脱し、国内景況感も上向きつ

つありましたが、７月から顕在化した欧州の債務問題や空前の円高など、グローバル経済における不安要因が長期化

しており、日本経済全体の先行きに不安な影を落としている状況にあります。

携帯電話業界においては、2011年度上期（４月～９月）の国内携帯電話の出荷台数は、前年同期比6.0％増の2,028

万台とみられますが、その内、スマートフォンは、前年対比4.5倍の1,004万台となっており、2011年度通期では、全体で

10.5％増の4,160万台、内、スマートフォンは2,330万台と全体の56％を占めるまで伸びると予測されています（出典

元：(株) MM総研 [ 東京・港 ]）。

　2011年10月よりKDDIが、「iPhone　4 S」を発売し、ソフトバンクモバイルと併せてiPhone販売２キャリア体制となり

ましたが、Android端末についても３キャリアともに、継続的に新規端末を続々と投入しており、iPhone、Androidの開

発・販売競争が相乗効果となって、スマートフォン市場全体が活性化している状況にあります。

当社グループでは、このように激しく変化する携帯電話市場の事業構造に速やかに対応し、積極的に技術リソース

やコンテンツノウハウをスマートフォンに注力し、事業展開を推進した結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売

上高1,748,873千円（前年同四半期比33.0%増）、営業利益163,568千円（前年同四半期比41.3%増）、経常利益162,733

千円（前年同四半期比40.4%増）と、大幅な増収増益となりました。

　但し、当四半期純利益については、子会社法人税、少数株主持分が前年同四半期に比べ著しく増加した等の要因から、

43,975千円（前年同四半期比13.5%減）となっております。

　なお、当社株式は2011年10月11日、東京証券取引所が算出・公表を開始した、東証マザーズを代表する15企業の銘柄

群で構成する新指数「東証マザーズCore指数」の構成銘柄に選定されました。本指数に連動した上場投資信託「マ

ザーズ・コアＥＴＦ」が11月29日に上場し、全国の証券会社を通じて販売が開始されております。

　　

　以下、事業別の動向につき述べます。

　

＜ソリューション事業＞

当第３四半期連結会計期間におけるソリューション事業の売上高は、1,216,320千円と大幅に拡大し、全社売上の伸

張を牽引しました。

  スマートフォンの出荷台数が増加する中、キャリア、メーカー、コンテンツプロバイダーは、それぞれの立場から

Androidプラットフォーム上のソフトウェア、コンテンツ、サービスの基盤整備を急速に拡充している状況にありま

す。当社グループでは、創業時からアプリケーション・コンテンツ・ウェブの総合力強化を目標として掲げ、これらの

醸成・蓄積を行ってきましたが、これがAndroidという新しいプラットフォームに対するソリューション案件の提供

に寄与している状況にあります。具体的には、電子書籍、音楽・映像等のサービスプラットフォームや、各種Androidア

プリケーション、コンテンツの開発、アプリケ－ションと連動したサーバーシステムの構築・運用などに取り組んで

います。

  また、法人向けソリューションにおいては、当社が得意とするメディカル、ヘルスケア業界向けのサイト構築及びシ

ステム開発、ＷＥＢ制作・運営、ＷＥＢマーケティング等の案件が引き続き好調に推移しました。法人分野において

も、インターネット・携帯サービスのソリューションに加えて、スマートフォン需要が拡大傾向にあります。

　

＜プロダクト＆サービス事業＞

当第３四半期連結会計期間におけるプロダクト＆サービス事業の売上高は532,553千円となりました。

フィーチャーフォン向け事業の中で、コミック事業、ヘルスケアサービス事業に関しては、携帯電話保有者向けのサー

ビスとしての性格が強いため、スマートフォンへの移行による影響は軽微となっており、売上げは横ばいで推移して

います。スマートフォンへの急激な移行の影響を受けているのが、きせかえコンテンツ事業です。ユーザーが端末購入

時にコンテンツを購入するケースが多いことから、フィーチャーフォンの出荷減少に連動する形となっています。

  一方、市場拡大に向けて準備してきたスマートフォン向け事業については、着実に事業拡大が進行しつつあります。

  電子コミック事業については、Android対応のビューワー、ストリーミング配信サーバー、ストアサービスソリュー

ションという３つのプロダクト＆サービスが揃い、キャリア、コンテンツプロバイダー、双方に積極的な展開を開始し

ています。11月にNTTドコモが「dメニュー」サービスを開始したことにより、コンテンツプロバイダーの参入が増加

し、当社プロダクトの利用が拡がりつつあります。
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  きせかえ事業においては、Android版「カスタモ」、「スマートホーム」、「カスタモきせかえTouch」等、多種の

Androidプラットフォームで、リッチで高品質なコンテンツのきせかえサービスを推進しています。

  ヘルスケアサービス『Karada Manager』についても、スマートフォンユーザーが、順調に増加しており、フィー

チャーフォンと比較して、アクティブに利用するユーザーが多いことから、今後は、スマートフォン向けのサービス拡

大に注力して行く方針です。

　これらの展開に加え、スマートフォン上のメールで絵文字のアニメーション表現を可能にする「アニエモ」エンジ

ンや、ロック画面上で動作する「ロックアプリ」等、スマートフォンならではのミドルウェアの開発、展開も積極的に

推進して行く所存です。

　　

（2）キャッシュ・フローの状況 

　当第３四半期連結会計期間において、現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は47,257千円増加し、当第３四

半期連結会計期間末の資金は1,069,355千円となりました。 

　当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果増加した資金は179,242千円（前年同四半期は39,015千円の収入）となりました。これは主に、税引

等調整前四半期純利益150,356千円、減価償却費114,397千円、仕入債務の増加80,317千円などの増加要因が、法人税等

の支払額167,137千円などの減少要因を上回ったことによるものであります。 

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は131,907千円（前年同四半期は194,269千円の支出）となりました。これは主に、ソフ

トウェア等の無形固定資産の取得による支出103,639千円、差入保証金の差入による支出44,044千円などの減少要因

が、投資有価証券の償還による収入50,000千円などの増加要因を上回ったことによるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　財務活動の結果使用した資金は76千円（前年同四半期は10,678千円の支出）となりました。これは、配当金の支払額

によるものであります。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあり

ません。 

 

（4）研究開発活動

　当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は10,882千円であります。

　なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

ません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 240,000

計 240,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成23年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年１月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 77,028 77,622
東京証券取引所

（マザーズ）
（注）１

計 77,028 77,622 － －

（注）１．普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株

制度は採用しておりません。

　　　２．「提出日現在発行数」欄には、平成24年１月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成17年５月30日開催の定時株主総会決議及び平成17年６月20日開催の取締役会決議

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成23年11月30日）

　

新株予約権の数（個） 85（注）１ 　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 　

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 　

新株予約権の目的となる株式の数（株） 510（注）１、２ 　

新株予約権の行使時の払込金額（円） 8,334（注）３ 　

新株予約権の行使期間
平成19年７月13日から

平成27年５月30日まで
　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　8,334

資本組入額　　4,167
　

新株予約権の行使の条件 （注）４ 　

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するに

は取締役会の承認を要す

るものとする。

　

代用払込みに関する事項 － 　

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 　

（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び

株式数を減じております。

２．新株予約権１個当たりの目的となる株式数は１株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場

合、次の算式により新株予約権１個当たりの目的たる株式の数を調整し、調整の結果0.01株未満の端数が生

じた場合は、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割（又は併合）の比率 　

上記のほか、払込価額を下回る価額で新株の発行（新株予約権による権利行使の場合を含まない）又は自己

株式の処分を行う場合、当社が他社と合併する場合、その他これらの場合に準じて新株予約権１個当たりの

目的たる株式の数を調整する場合にも、必要かつ合理的な範囲で新株予約権１個当たりの目的たる株式の数

を調整するものとする。

３．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は切り上げる。

調整後払込価額 ＝調整前払込価額 ×
１ 　

分割（又は併合）の比率 　

また、払込価額を下回る価額で新株の発行（新株予約権の権利行使の場合を含まない）又は自己株式の処分

を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

なお、次の算式において、既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除し

た数をいうものとする。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数又は

処分自己株式数
×
１株当たり払込価額

又は処分価額
　

調整後

払込価額
＝
調整前

払込価額
×

調整前払込価額 　

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数又は処分自己株式数 　

上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、株式交換を行い完全親

会社となる場合、その他これらの場合に準じて払込価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で払

込価額を調整するものとする。　
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４．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1）新株予約権者は、権利行使時において当社又は当社の関係会社の取締役・監査役又は従業員であることを

要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。なお、当社又は当社の関係会社の取締役

又は監査役を任期満了により退任した場合、従業員が定年若しくは会社都合で退職した場合、その他正当

な理由のある場合として当社が認めた場合はこの限りではない。また、対象者の相続人による行使は認め

ない。

(2）各新株予約権の行使に当たっては、新株予約権１個の一部についてこれを行使することはできないものと

する。

５．平成19年12月28日開催の取締役会決議により、平成20年２月１日付で１株を２株に、平成22年４月21日開催

の取締役会決議により平成22年６月１日付で１株を３株にそれぞれ分割しております。これにより、「新株

予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

EDINET提出書類

プライムワークス株式会社(E20385)

四半期報告書

10/38



 ②　平成17年５月30日開催の定時株主総会決議及び平成17年10月３日開催の取締役会決議

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成23年11月30日）

　

新株予約権の数（個） 14 　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 　

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 　

新株予約権の目的となる株式の数（株） 84（注）１ 　

新株予約権の行使時の払込金額（円） 8,334（注）２ 　

新株予約権の行使期間
平成19年10月６日から

平成27年５月30日まで
　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　8,334

資本組入額　　4,167
　

新株予約権の行使の条件 （注）３ 　

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するに

は取締役会の承認を要す

るものとする。

　

代用払込みに関する事項 － 　

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 　

（注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式数は１株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場

合、次の算式により新株予約権１個当たりの目的たる株式の数を調整し、調整の結果0.01株未満の端数が生

じた場合は、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割（又は併合）の比率 　

上記のほか、払込価額を下回る価額で新株の発行（新株予約権による権利行使の場合を含まない）又は自己

株式の処分を行う場合、当社が他社と合併する場合、その他これらの場合に準じて新株予約権１個当たりの

目的たる株式の数を調整する場合にも、必要かつ合理的な範囲で新株予約権１個当たりの目的たる株式の数

を調整するものとする。

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は切り上げる。

調整後払込価額 ＝調整前払込価額 ×
１ 　

分割（又は併合）の比率 　

また、払込価額を下回る価額で新株の発行（新株予約権の権利行使の場合を含まない）又は自己株式の処分

を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

なお、次の算式において、既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除し

た数をいうものとする。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数又は

処分自己株式数
×
１株当たり払込価額

又は処分価額
　

調整後

払込価額
＝
調整前

払込価額
×

調整前払込価額 　

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数又は処分自己株式数 　

上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、株式交換を行い完全親

会社となる場合、その他これらの場合に準じて払込価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で払

込価額を調整するものとする。

３．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1）新株予約権者は、権利行使時において当社又は当社の関係会社の取締役・監査役又は従業員であることを

要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。なお、当社又は当社の関係会社の取締役

又は監査役を任期満了により退任した場合、従業員が定年若しくは会社都合で退職した場合、その他正当

な理由のある場合として当社が認めた場合はこの限りではない。また、対象者の相続人による行使は認め

ない。

　　　　　(2）各新株予約権の行使に当たっては、新株予約権１個の一部についてこれを行使することはできないものと

　　　　　　　する。
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４．平成19年12月28日開催の取締役会決議により、平成20年２月１日付で１株を２株に、平成22年４月21日開催

の取締役会決議により平成22年６月１日付で１株を３株にそれぞれ分割しております。これにより、「新株

予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

③　平成19年２月14日開催の臨時株主総会決議及び平成19年２月14日開催の取締役会決議

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成23年11月30日）

　

新株予約権の数（個） 115 　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 　

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 　

新株予約権の目的となる株式の数（株） 690（注）１ 　

新株予約権の行使時の払込金額（円） 33,334（注）２ 　

新株予約権の行使期間
平成21年３月１日から

平成29年１月31日まで
　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 33,334

資本組入額　　16,667
　

新株予約権の行使の条件 （注）３ 　

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するに

は取締役会の承認を要す

るものとする。

　

代用払込みに関する事項 － 　

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４ 　

（注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式数は１株とする。ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割（株

式無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整

するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の

目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるも

のとする。

調整後株式数 ＝調整前株式数 ×株式分割（又は株式併合）の比率 　

さらに、当社が合併または会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式

の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うも

のとする。

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
１ 　

株式分割（又は株式併合）の比率 　

また、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合（新株予約権の行使によ

る場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 　

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

調整前行使価額 　

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 　

前記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する株式に係る自己株式

数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読

み替えるものとする。

さらに、当社が合併、会社分割若しくは資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社

は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。

３．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1）新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時において当社、当社の

子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは社外協力者として取締役会で認定された者

であることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。また、新株予約権者が死亡

した場合には、新株予約権者の相続人による行使は認めない。

(2）その他の新株予約権の行使条件は、第７回新株予約権割当契約により定めるものとする。
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　　　　４．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上

を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点にお

いて残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイか

らホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ

ぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合

併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に

限るものとする。

(1）交付する再編成対象会社の新株予約権の数

組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の

数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、（注）１に準じて決定する。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上調整

した再編成後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

(5）新株予約権を行使することができる期間

表中の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行

為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入れ額に準じて決定す

る。

(7）新株予約権の行使の条件

（注）３に準じて決定する。

(8）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。

(9）再編成対象会社による新株予約権の取得

下記①、②に記載の当社による新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。

①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案

並びに株式移転計画承認の議案が株主総会又は取締役会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償

で取得することができる。

②新株予約権者が権利行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合には、当社は取締役会

が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

５．平成19年12月28日開催の取締役会決議により、平成20年２月１日付で１株を２株に、平成22年４月21日開催

の取締役会決議により平成22年６月１日付で１株を３株にそれぞれ分割しております。これにより、「新株

予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

  

EDINET提出書類

プライムワークス株式会社(E20385)

四半期報告書

14/38



④平成19年２月14日開催の臨時株主総会決議及び平成19年８月９日開催の取締役会決議

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成23年11月30日）

　

新株予約権の数（個） 35（注）１ 　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 　

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 　

新株予約権の目的となる株式の数（株） 210（注）１、２ 　

新株予約権の行使時の払込金額（円） 33,334（注）３ 　

新株予約権の行使期間
平成21年９月１日から

平成29年１月31日まで
　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 33,334

資本組入額　　16,667
　

新株予約権の行使の条件 （注）４ 　

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するに

は取締役会の承認を要す

るものとする。

　

代用払込みに関する事項 － 　

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５ 　

（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び

株式数を減じております。

２．新株予約権１個当たりの目的となる株式数は１株とする。ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割（株

式無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整

するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の

目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるも

のとする。

調整後株式数 ＝調整前株式数 ×株式分割（又は株式併合）の比率 　

さらに、当社が合併または会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式

の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うも

のとする。

３．当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
１ 　

株式分割（又は株式併合）の比率 　

また、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合（新株予約権の行使によ

る場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 　

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

調整前行使価額 　

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 　

前記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する株式に係る自己株式

数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読

み替えるものとする。

さらに、当社が合併、会社分割若しくは資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社

は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。

　　　　４．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1）新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時において当社、当社の

子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは社外協力者として取締役会で認定された者

であることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。また、新株予約権者が死亡

した場合には、新株予約権者の相続人による行使は認めない。

(2）その他の新株予約権の行使条件は、第７回新株予約権割当契約により定めるものとする。
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５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上

を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点にお

いて残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイか

らホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ

ぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合

併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に

限るものとする。

(1）交付する再編成対象会社の新株予約権の数

組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の

数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、（注）２に準じて決定する。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上調整

した再編成後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

(5）新株予約権を行使することができる期間

表中の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行

為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入れ額に準じて決定す

る。

(7）新株予約権の行使の条件

（注）４に準じて決定する。

(8）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。

(9）再編成対象会社による新株予約権の取得

下記①、②に記載の当社による新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。

①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案

並びに株式移転計画承認の議案が株主総会又は取締役会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償

で取得することができる。

②新株予約権者が権利行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合には、当社は取締役会

が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

６．平成19年12月28日開催の取締役会決議により、平成20年２月１日付で１株を２株に、平成22年４月21日開催

の取締役会決議により平成22年６月１日付で１株を３株にそれぞれ分割しております。これにより、「新株

予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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⑤　平成19年10月２日開催の臨時株主総会決議及び平成19年10月12日開催の取締役会決議

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成23年11月30日）

　

新株予約権の数（個） 37（注）１ 　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 　

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 　

新株予約権の目的となる株式の数（株） 222（注）１、２ 　

新株予約権の行使時の払込金額（円） 33,334（注）３ 　

新株予約権の行使期間
平成21年11月１日から

平成29年１月31日まで
　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 33,334

資本組入額　　16,667
　

新株予約権の行使の条件 （注）４ 　

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するに

は取締役会の承認を要す

るものとする。

　

代用払込みに関する事項 － 　

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５ 　

（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び

株式数を減じております。

２．新株予約権１個当たりの目的となる株式数は１株とする。ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割（株

式無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整

するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の

目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるも

のとする。

調整後株式数 ＝調整前株式数 ×株式分割（又は株式併合）の比率 　

さらに、当社が合併または会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式

の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うも

のとする。

３．当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
１ 　

株式分割（又は株式併合）の比率 　

また、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合（新株予約権の行使によ

る場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 　

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

調整前行使価額 　

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 　

前記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する株式に係る自己株式

数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読

み替えるものとする。

さらに、当社が合併、会社分割若しくは資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社

は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。　

４．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1）新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時において当社、当社の

子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは社外協力者として取締役会で認定された者

であることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。また、新株予約権者が死亡

した場合には、新株予約権者の相続人による行使は認めない。

(2）その他の新株予約権の行使条件は、第７回新株予約権割当契約により定めるものとする。

EDINET提出書類

プライムワークス株式会社(E20385)

四半期報告書

17/38



５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上

を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点にお

いて残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイか

らホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれ

ぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合

併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に

限るものとする。

(1）交付する再編成対象会社の新株予約権の数

組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の

数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、（注）２に準じて決定する。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上調整

した再編成後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

(5）新株予約権を行使することができる期間

表中の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行

為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入れ額に準じて決定す

る。

(7）新株予約権の行使の条件

（注）４に準じて決定する。

(8）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。

(9）再編成対象会社による新株予約権の取得

下記①、②に記載の当社による新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。

①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案

並びに株式移転計画承認の議案が株主総会又は取締役会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償

で取得することができる。

②新株予約権者が権利行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合には、当社は取締役会

が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

６．平成19年12月28日開催の取締役会決議により、平成20年２月１日付で１株を２株に、平成22年４月21日開催

の取締役会決議により平成22年６月１日付で１株を３株にそれぞれ分割しております。これにより、「新株

予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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⑥　平成21年５月27日開催の定時株主総会決議及び平成21年７月１日開催の取締役会決議

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成23年11月30日）

　

新株予約権の数（個） 170（注）１ 　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 　

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 　

新株予約権の目的となる株式の数（株） 510（注）１、２ 　

新株予約権の行使時の払込金額（円） 69,638（注）３ 　

新株予約権の行使期間
平成23年７月２日から

平成26年５月27日まで
　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 69,638

資本組入額　　34,819
　

新株予約権の行使の条件 （注）４ 　

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するに

は取締役会の承認を要す

るものとする。

　

代用払込みに関する事項 － 　

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 　

（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び

株式数を減じております。

２．新株予約権１個当たりの目的となる株式数は１株とする。ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割（株

式無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整

するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の

目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるも

のとする。

調整後株式数 ＝調整前株式数 ×株式分割（又は株式併合）の比率 　

さらに、当社が合併または会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式

の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うも

のとする。

３．当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
１ 　

株式分割（又は株式併合）の比率 　

また、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合（新株予約権の行使によ

る場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 　

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

調整前行使価額 　

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 　

前記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する株式に係る自己株式

数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読

み替えるものとする。

さらに、当社が合併、会社分割若しくは資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社

は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。　
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４．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1）新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時において当社、当社の

子会社又は当社の関連会社の取締役、従業員もしくは社外協力者として取締役会で認定された者であるこ

とを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。また、新株予約権者が死亡した場合

には、新株予約権者の相続人による行使は認めない。

(2）その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株

予約権割当契約」に定めるものとする。

５．平成22年４月21日開催の取締役会決議により、平成22年６月１日付で１株を３株に分割しております。新株

予約権の行使の条件は以下のとおりであります。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株

予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資

本組入額」が調整されております。　

EDINET提出書類

プライムワークス株式会社(E20385)

四半期報告書

20/38



⑦　平成21年５月27日開催の定時株主総会決議及び平成22年４月21日開催の取締役会決議

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成23年11月30日）

新株予約権の数（個） 100

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 300（注）１　

新株予約権の行使時の払込金額（円） 121,334（注）２

新株予約権の行使期間
平成24年４月22日から

平成26年５月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 121,334

資本組入額　  60,667

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するに

は取締役会の承認を要す

るものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式数は１株とする。ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割（株

式無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整

するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の

目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるも

のとする。

調整後株式数 ＝調整前株式数 ×株式分割（又は株式併合）の比率 　

さらに、当社が合併または会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式

の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うも

のとする。

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
１ 　

株式分割（又は株式併合）の比率 　

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合（新株予約権の行使による場

合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額　

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

１株当たりの時価 　

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 　

前記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する株式に係る自己株式

数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読

み替えるものとする。

さらに、当社が合併、会社分割若しくは資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社

は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。

３．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1）新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時において当社、当社の

子会社又は当社の関連会社の取締役、従業員もしくは社外協力者として取締役会で認定された者であるこ

とを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。また、新株予約権者が死亡した場合

には、新株予約権者の相続人による行使は認めない。

(2）その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株

予約権割当契約」に定めるものとする。
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４．平成22年４月21日開催の取締役会決議により、平成22年６月１日付で１株を３株に分割しております。新株

予約権の行使の条件は以下のとおりであります。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株

予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資

本組入額」が調整されております。　
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⑧　平成22年５月26日開催の定時株主総会決議及び平成23年５月19日開催の取締役会決議

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成23年11月30日）

新株予約権の数（個） 150

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 450（注）１　

新株予約権の行使時の払込金額（円） 103,690（注）２

新株予約権の行使期間
平成26年５月20日から

平成27年５月26日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 103,690　

資本組入額　  51,845

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するに

は取締役会の承認を要す

るものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式数は３株とする。ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割（株

式無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整

するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の

目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるも

のとする。

調整後株式数 ＝調整前株式数 ×株式分割（又は株式併合）の比率 　

さらに、当社が合併または会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式

の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うも

のとする。

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
１ 　

株式分割（又は株式併合）の比率 　

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合（新株予約権の行使による場

合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額　

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

１株当たりの時価 　

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 　

前記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する株式に係る自己株式

数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読

み替えるものとする。

さらに、当社が合併、会社分割若しくは資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社

は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。

３．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1）新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時において当社、当社

　　の子会社又は当社の関連会社の取締役、従業員もしくは社外協力者として取締役会で認定された者である

　　ことを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。また、新株予約権者が死亡した

　　場合には、新株予約権者の相続人による行使は認めない。

(2）その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株

予約権割当契約」に定めるものとする。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
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年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成23年９月１日～ 

平成23年11月30日　
－ 77,028 － 942,835 － 932,835

　

（６）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。　

　

（７）【議決権の状況】

　①【発行済株式】

 平成23年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 　77,028 77,028 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 77,028 － －

総株主の議決権 － 77,028 －

　

　②【自己株式等】

 　　　　　 該当事項はありません。　

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成23年
３月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

最高（円） 143,500115,800110,500101,400105,80092,80079,50084,40079,500

最低（円） 79,60098,10094,10084,00088,50071,20064,10069,30065,500

（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所（マザーズ）におけるものであります。

　　　 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第３四半期連結会計期間（平成22年９月１日から平成22年11月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成22年３月１日から平成22年11月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成23年９月１日から平成23年11月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成23年３月１日から

平成23年11月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成22年９月１日から平

成22年11月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平成22年11月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成23年９月１日から平成23年11月30日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成23年３月１日から平成23年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について新日本有限責

任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,069,355 1,116,290

受取手形及び売掛金 886,307 686,331

有価証券 － 50,000

仕掛品 39,263 50,857

その他 186,044 233,465

流動資産合計 2,180,970 2,136,944

固定資産

有形固定資産 ※1
 193,650

※1
 177,033

無形固定資産

ソフトウエア 735,096 606,140

のれん 129,799 154,402

その他 218,850 272,213

無形固定資産合計 1,083,746 1,032,756

投資その他の資産 414,188 392,773

固定資産合計 1,691,585 1,602,563

資産合計 3,872,555 3,739,507

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 315,397 204,401

未払法人税等 30,755 238,120

賞与引当金 108,791 149,714

ポイント引当金 10,703 13,110

その他 269,694 194,465

流動負債合計 735,342 799,811

固定負債

社債 29,250 29,250

資産除去債務 32,048 －

固定負債合計 61,298 29,250

負債合計 796,641 829,061

純資産の部

株主資本

資本金 942,835 937,335

資本剰余金 932,835 927,335

利益剰余金 1,112,628 995,044

株主資本合計 2,988,300 2,859,715

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △540 11,080

評価・換算差額等合計 △540 11,080

新株予約権 37,687 23,175

少数株主持分 50,467 16,475

純資産合計 3,075,914 2,910,446

負債純資産合計 3,872,555 3,739,507
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年３月１日
　至　平成23年11月30日)

売上高 3,830,549 4,571,676

売上原価 2,650,360 3,184,886

売上総利益 1,180,188 1,386,790

販売費及び一般管理費 ※1
 831,377

※1
 961,668

営業利益 348,811 425,121

営業外収益

受取利息 2,113 857

その他 556 477

営業外収益合計 2,669 1,335

営業外費用

支払利息 892 440

株式交付費 1,128 413

売掛債権売却損 537 799

為替差損 － 917

その他 473 420

営業外費用合計 3,032 2,991

経常利益 348,447 423,464

特別損失

過年度消費税等 3,729 －

固定資産除却損 － 646

投資有価証券評価損 7,510 11,730

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,021

特別損失合計 11,240 15,398

税金等調整前四半期純利益 337,207 408,066

法人税、住民税及び事業税 190,059 196,898

法人税等調整額 △43,927 24,025

法人税等合計 146,132 220,924

少数株主損益調整前四半期純利益 － 187,142

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,105 35,191

四半期純利益 188,970 151,950
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成22年９月１日
　至　平成22年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成23年９月１日
　至　平成23年11月30日)

売上高 1,314,687 1,748,873

売上原価 919,949 1,245,014

売上総利益 394,737 503,859

販売費及び一般管理費 ※1
 278,992

※1
 340,290

営業利益 115,745 163,568

営業外収益

受取利息 593 249

その他 36 33

営業外収益合計 629 282

営業外費用

支払利息 232 145

株式交付費 18 －

売掛債権売却損 112 276

為替差損 － 695

その他 88 －

営業外費用合計 451 1,117

経常利益 115,922 162,733

特別損失

過年度消費税等 3,729 －

固定資産除却損 － 646

投資有価証券評価損 7,510 11,730

特別損失合計 11,240 12,376

税金等調整前四半期純利益 104,682 150,356

法人税、住民税及び事業税 55,618 67,440

法人税等調整額 △4,149 18,106

法人税等合計 51,469 85,547

少数株主損益調整前四半期純利益 － 64,809

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,360 20,833

四半期純利益 50,851 43,975
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年３月１日
　至　平成23年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 337,207 408,066

減価償却費 242,886 308,449

のれん償却額 24,245 24,603

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,787 △40,922

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,390 △2,406

投資有価証券評価損益（△は益） 7,510 11,730

受取利息及び受取配当金 △2,114 △859

支払利息 892 440

売上債権の増減額（△は増加） △197,914 △199,975

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,469 11,478

仕入債務の増減額（△は減少） 107,496 110,995

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,021

その他 △18,412 102,105

小計 521,445 736,727

利息及び配当金の受取額 1,321 1,106

利息の支払額 △1,027 △585

法人税等の支払額 △205,567 △399,595

営業活動によるキャッシュ・フロー 316,171 337,653

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △62,977 △39,980

無形固定資産の取得による支出 △490,164 △326,892

無形固定資産の売却による収入 38,166 －

投資有価証券の取得による支出 － △3,000

投資有価証券の償還による収入 － 50,000

差入保証金の差入による支出 △29,163 △59,044

その他 △10,078 19,425

投資活動によるキャッシュ・フロー △554,217 △359,492

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △37,530 －

株式の発行による収入 62,300 11,000

配当金の支払額 △29,941 △34,063

その他 △1,590 △2,032

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,760 △25,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △244,806 △46,934

現金及び現金同等物の期首残高 947,209 1,116,290

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 702,403

※1
 1,069,355
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日）

１．連結の範囲に関する事項の変更 該当事項はありません。

２．会計処理基準に関する事項の変更   資産除去債務に関する会計基準等の変更 

　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会

計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。　

　これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ1,476千円減少し、税金等調

整前四半期純利益は4,498千円減少しております。

　また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は、24,178千円

であります。　

 

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第３四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第３四

半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

　

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日）

１．たな卸資産の評価方法 　たな卸資産の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 

　また、たな卸資産の簿価の切下げに関しては、収益性の低下が明らかなもの

についてのみ正味売却価額を見積もり、簿価切下げを行う方法によっており

ます。 

２．固定資産の減価償却費の算定方法 　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額

を期間按分して算定する方法によっております。

３．繰延税金資産及び繰延税金負債の算

    定方法 

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営

環境等に著しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変

化がないと認められる場合は、前連結会計年度末決算において使用した将来

の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年３月１日　至　平成23年11月30日）　

　　　該当事項はありません。 
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成23年11月30日）

前連結会計年度末
（平成23年２月28日）

※1.有形固定資産の減価償却累計額は、215,507千円であ　

　　ります。 

　

※1.有形固定資産の減価償却累計額は、166,571千円であ

　　ります。  

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日）

※1.販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額は次

　　のとおりであります。　　　

  賞与引当金繰入額 29,057千円

  のれん償却 24,245千円

 

※1.販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額は次

　　のとおりであります。　　　

  賞与引当金繰入額 22,216千円

  のれん償却 24,603千円

 

 

前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

※1.販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額は次

　　のとおりであります。　　　

  賞与引当金繰入額 29,057千円

  のれん償却 8,201千円

 

※1.販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額は次

　　のとおりであります。　　　

  賞与引当金繰入額 22,216千円

  のれん償却 8,201千円

 

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日）

※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

　　対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年11月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 702,403

現金及び現金同等物 702,403

 

※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

　　対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成23年11月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 1,069,355

現金及び現金同等物 1,069,355
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成23年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日 至　

平成23年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　77,028株 

 

２．自己株式の種類及び株式数

　該当事項はありません。 

 

３．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　提出会社　37,687千円

（注）権利行使期間の初日が到来していない新株予約権の当第３四半期連結会計期間末残高は20,044千円で

あります。　

 

４．配当に関する事項

    配当金支払額 

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年４月８日

取締役会
普通株式 34,368 450平成23年２月28日平成23年５月27日利益剰余金

　 

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自 平成22年９月１日　至 平成22年11月30日）及び前第３四半期連結累計期間

（自 平成22年３月１日　至 平成22年11月30日）

当社グループは、携帯電話、ＰＣ、インターネットを活用したサービスを提供することを主要事業としてお

り、情報サービス事業の単一セグメントであるため、該当事項はありません。 

　

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自 平成22年９月１日　至 平成22年11月30日）及び前第３四半期連結累計期間

（自 平成22年３月１日　至 平成22年11月30日）

　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自 平成22年９月１日　至 平成22年11月30日）及び前第３四半期連結累計期間

（自 平成22年３月１日　至 平成22年11月30日）

　　　　　　海外売上高がないため、該当事項はありません。  

　

【セグメント情報】

  当第３四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年11月30日）及び当第３四半期連結会計期間

　（自 平成23年９月１日 至 平成23年11月30日）

　当社グループは、情報サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。　

　

　　　　　（追加情報）

　　　　　　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

　　　　　21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

　　　　　号 平成20年３月21日）を適用しております。　

　

（金融商品関係）

　　　　記載すべき重要な事項はありません。　

　

EDINET提出書類

プライムワークス株式会社(E20385)

四半期報告書

32/38



（有価証券関係）

　記載すべき重要な事項はありません。   

 

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。

  

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自 平成23年９月１日　至 平成23年11月30日）

１．ストック・オプションに係る当第３四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費　　4,299千円

　

２．当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

　  該当事項はありません。

　

（資産除去債務関係）

　　　　記載すべき重要な事項はありません。

　

（賃貸等不動産関係）

　　　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成23年11月30日）

前連結会計年度末
（平成23年２月28日）

１株当たり純資産額 38,787.97円 １株当たり純資産額 37,588.66円

 

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 3,250.37円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
3,032.64円

１株当たり四半期純利益金額 1,979.09円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
1,477.82円

（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（千円） 188,970 151,950

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 188,970 151,950

期中平均株式数（株） 58,138 76,778

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（千円）

（うち少数株主利益）　

－

（－）

36,106

（36,106）

普通株式増加数（株） 4,174 1,611

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

第12回新株予約権

なお、概要は「第４　提出会社の

状況、１　株式等の状況、（2）新

株予約権等の状況」⑦に記載の

とおりであります。

　
連結子会社　カタリスト・モバイ
ル株式会社　
平成22年11月29日 臨時株主総会
決議
第５回ストックオプション
普通株式　　　　　120株
第６回ストックオプション

普通株式　　　　　30株　

第13回新株予約権

なお、概要は「第４　提出会社の

状況、１　株式等の状況、（2）新

株予約権等の状況」⑧に記載の

とおりであります。
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 670.36円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
651.70円

１株当たり四半期純利益金額 570.91円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
348.16円

（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（千円） 50,851 43,975

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 50,851 43,975

期中平均株式数（株） 75,857 77,028

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（千円）

（うち少数株主利益）　

－

（－）

16,754

（16,754）

普通株式増加数（株） 2,173 1,158

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

第12回新株予約権

なお、概要は「第４　提出会社の

状況、１　株式等の状況、（2）新

株予約権等の状況」⑦に記載の

とおりであります。

　

連結子会社　カタリスト・モバイ
ル株式会社　
平成22年11月29日　臨時株主総会
決議
第５回ストックオプション
普通株式　　　　　120株
第６回ストックオプション

普通株式　　　　　30株　

第13回新株予約権

なお、概要は「第４　提出会社の

状況、１　株式等の状況、（2）新

株予約権等の状況」⑧に記載の

とおりであります。

 

　

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

　

（リース取引関係）

  記載すべき重要な事項はありません。  

 

２【その他】

　 該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成23年１月14日

プライムワークス株式会社 

取締役会　御中
 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 原　勝彦　  印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 由良　知久　印

  

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているプライムワーク

ス株式会社の平成２２年３月１日から平成２３年２月２８日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２２年

９月１日から平成２２年１１月３０日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２２年３月１日から平成２２年１１月３

０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、プライムワークス株式会社及び連結子会社の平成２２年１１月３０日現

在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期

連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成24年１月13日

プライムワークス株式会社 

取締役会　御中
 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 原　勝彦　  印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 由良　知久　印

  

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているプライムワーク

ス株式会社の平成２３年３月１日から平成２４年２月２９日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２３年

９月１日から平成２３年１１月３０日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２３年３月１日から平成２３年１１月３

０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、プライムワークス株式会社及び連結子会社の平成２３年１１月３０日現

在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期

連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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